
 

平成 29 年 1 月 30 日 

「「「「企業が抱えるリスクに関する諸問題セミナー企業が抱えるリスクに関する諸問題セミナー企業が抱えるリスクに関する諸問題セミナー企業が抱えるリスクに関する諸問題セミナー----労働・商事を中心に労働・商事を中心に労働・商事を中心に労働・商事を中心に----」」」」    

主催：四国グローバルリーガルセンター 

 

 

 

 

 

 

 

日時：日時：日時：日時：

期期期期    間：平成２９年間：平成２９年間：平成２９年間：平成２９年２２２２月月月月１０１０１０１０日日日日((((金金金金))))～平成～平成～平成～平成２９２９２９２９年３年３年３年３月月月月３３３３日日日日((((金金金金)()()()(全全全全３３３３回回回回))))        午後午後午後午後 1111 時時時時３０分３０分３０分３０分～午後～午後～午後～午後 3333 時時時時３０分３０分３０分３０分    

                    ※気になる回、興味のある回のみのご参加もできます。※気になる回、興味のある回のみのご参加もできます。※気になる回、興味のある回のみのご参加もできます。※気になる回、興味のある回のみのご参加もできます。    

場場場場    所：サンポート所：サンポート所：サンポート所：サンポートホールホールホールホール高松ホール棟６階高松ホール棟６階高松ホール棟６階高松ホール棟６階    ６３会議室６３会議室６３会議室６３会議室    

                    高松市サンポート２－１高松市サンポート２－１高松市サンポート２－１高松市サンポート２－１    

受講料：受講料：受講料：受講料：各回５，２００円各回５，２００円各回５，２００円各回５，２００円        ““““無料無料無料無料”に変更されました”に変更されました”に変更されました”に変更されました    

定定定定    員：各回員：各回員：各回員：各回４０４０４０４０名名名名((((お申し込み多数のお申し込み多数のお申し込み多数のお申し込み多数の場合は先着順になります場合は先着順になります場合は先着順になります場合は先着順になります)))) 

内容内容内容内容：：：： 回 タイトル 日にち 講師 

1 「取引先倒産時におけ

る 債 権 回 収 の実 務対

応」 

平成２９年２月１０日(金) 

 

籠池 信宏 

香川大学 四国グローバルリーガルセ

ンター 教授・弁護士 

2 「経営者保証に関する

ガイドラインの概要と実

例報告」 

平成２９年２月１７日(金) 

 

八木 俊則 

弁護士・米国ニューヨーク州弁護士・香

川大学 客員教授 

3 「職場のパワハラ・セク

ハラについての法律問

題」 

平成２９年３月３日(金) 

 

西森 やよい 

香川大学 四国グローバルリーガルセ

ンター准教授・弁護士 

 

    

    

 

 

� お問い合わせ 

香川大学 四国グローバルリーガルセンター 

TEL：087-832-1776 【受付時間】9:00～17:00 (土・日・祝日休業) 

FAX: 087-832-1940 (24 時間受付) 

HP：http://www.sglc.kagawa-u.ac.jp/ 

E-mail：assistants@ls.kagawa-u.ac.jp (24 時間受付) 

香川大学 四国グローバルリーガルセンター長 柴田潤子 

TEL：087-832-1943  E-mail：shibata@ls.kagawa-u.ac.jp 

 

 

News Release 

当セミナーでは、企業人として知っていれば有用と思われる法律の知識・実務を学ぶことにより、企業

人として自身のスキルアップにつながり、自己研鑽の一環となるのみならず、各人の能力向上が、属す

る団体の利益向上にも繋がることを目指します。今回のセミナーでは、労働・商事を中心に学んでいき

ます。 
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●お問い合わせ●
　香川大学 四国グローバルリーガルセンター
　　高松市幸町 1-1 香川大学幸町北キャンパス内
　　TEL：087-832-1776
　　　　　　　【受付時間：平日 午前 9 時～午後 5 時】
　　E-Mail：assistants@ls.kagawa-u.ac.jp
　　HP：http://www.sglc.kagawa-u.ac.jp/

●お問い合わせ●
　香川大学 四国グローバルリーガルセンター
　　高松市幸町 1-1 香川大学幸町北キャンパス内
　　TEL：087-832-1776
　　　　　　　【受付時間：平日 午前 9 時～午後 5 時】
　　E-Mail：assistants@ls.kagawa-u.ac.jp
　　HP：http://www.sglc.kagawa-u.ac.jp/

期　間 : 平成 29 年 2 月 10 日( 金 )～平成 29 年 3 月 3 日( 金 )( 全 3 回 )

時　間 : 午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 分

場　所 : サンポートホール高松ホール棟 6 階 63 会議室 ( 高松市サンポート 2-1)

受講料 : 無料

定　員 : 40 名 ( お申し込み多数の場合は先着順になります )

内　容 : 裏面をご覧ください

お申し込み方法：FAX、ホームページ、メールにてお申し込みください。

　申込み期限：各回の前日１6 時まで

　FAX：087-832-1940

　ＨＰ：http://www.sglc.kagawa-u.ac.jp/

　E-mail：assistants@ls.kagawa-u.ac.jp

当セミナーでは、企業人として知っていれば有用と思われる法律の知識・実務を学ぶことにより、企業人として自身の
ステップアップにつながり、自己研鑽の一環となるのみならず、各人の能力向上が、属する団体の利益向上にも繋がる
ことを目指します。今回のセミナーでは、労働・商事を中心に学んでいきます。

(FAX:087-832-1940) 香川大学 四国グローバルリーガルセンター 宛
◆ 「企業が抱えるリスクに関する諸問題セミナー」参加申込書 ◆

参加申込みによりご提示いただきました個人情報は、当セミナーに関する連絡、参加者名簿作成などの運営上必要な場合にのみ使用します。個人情報の取扱について

氏名：

会社名･団体名：

所属･役職：

住所：

TEL： E-Mail：

受講希望回：

企業が抱えるリスクに関する
　　　諸問題セミナー

－労働・商事を中心に－

 香川大学 四国グローバルリーガルセンター･ビジネスセミナー



「取引先倒産時における債権回収の実務対応」

－セミナー内容－

1

2

3

　日時 : 平成２9 年 2 月１0 日( 金 )午後1時 30 分～午後 3 時 30 分
　

講師：籠池 信宏 氏 ( 香川大学 四国グローバルリーガルセンター 教授・弁護士 )

「経営者保証に関するガイドラインの概要と実例報告」
　日時 : 平成２9 年 2 月１7 日( 金 )午後1時 30 分～午後 3 時 30 分
　

講師：八木 俊則 氏 ( 弁護士・米国ニューヨーク州弁護士・香川大学 客員教授 )

「職場のパワハラ・セクハラについての法律問題」
　日時 : 平成２9 年 3 月 3 日( 金 )午後1時 30 分～午後 3 時 30 分
　

講師：西森 やよい 氏 (香川大学 四国グローバルリーガルセンター 准教授・弁護士)

　　プロフィール
　　　京都大学法学部卒業
　　　1994 年 4 月　大阪弁護士会登録
　　　2000 年 2 月　香川県弁護士会登録 
　　　2005 年 4 月　香川大学大学院　香川大学・愛媛大学連合法務研究科教授
　　　2015 年 4 月　香川大学四国グローバルリーガルセンター教授

 プロフィール 
  　東京大学文学部卒業
   　2000 年 12 月　東京地検検事
   　2005 年 3 月　  東京地検検事辞職 ( 途中略）
　　2005 年 6 月　  高知弁護士会登録
　　2015 年 4 月　  香川大学 四国グローバルリーガルセンター准教授 

 プロフィール 
   　東京大学法学部卒業
   　2005 年 10 月 -2012 年 8 月　弁護士登録・アンダーソン・毛利・友常法律事務所
   　2008 年７月 -2009 年 6 月　　金融庁 ( 任期付職員 )
　　2012 年５月　　　　　　　　　コロンビア・ロー・スクール修了 ( 法学修士 )
　　2012 年１０月　　　　　　　　八木総合法律事務所開設
　　2013 年１２月　　　　　　　　米国ニューヨーク州弁護士登録
　　2014 年 4 月　　　　　　　　　碧海総合法律事務所開設
　　2015 年 4 月　　　　　　　　　香川大学客員教授
       

取引先が倒産した場合、債権者の債権回収行為は、事実上及び法律上、様々な制
約を受けることになります。
そのような倒産時の制約下において、どのような実効的な債権回収の方法がある
か、債権者側の実務対応について概説します。

中小企業の再建・清算にあたっては、経営者個人保証の処理が大きな懸念事項と
なるところ、平成２５年１２月に「経営者保証に関するガイドライン」が策定され、
同ガイドラインを適用した中小企業の再建・清算事案がみられるようになりまし
た。同ガイドラインを適用して経営者の保証債務を整理した実例を踏まえて、ガ
イドラインの内容と運用について概説します。

パワハラ・セクハラは重大な人権侵害行為であるだけでなく、職場環境の悪化や
作業効率の低下、さらには生産性にも大きく影響しかねない企業運営上の重大な
リスク要因です。
どのような行為がパワハラ・セクハラに該当するのか、予防・発生時の対応にお
いて企業がどのような法的責任を負うかなどを、判例を通じて学びます。


